
 - 1 - 

厚生常任委員会 

 

 平成２６年１２月９日午前９時から第１会議室で開かれた。 

 

１．出席委員 

    ◎里川宜志子      ○辻  善次      宮﨑 和彦 

     小林  誠       中川 靖広      坂口  徹 

     中西 議長 

 

２．欠席委員 

紀  良治 

 

３．理事者出席者 

町     長  小城 利重    副 町 長  池田  

総 務 部 長  乾  善亮    住民生活部長  植村 俊彦 

福 祉 課 長  本庄 徳光    同 課 長 補 佐         中原  潤 

同 課 長 補 佐         安藤 容子    国保医療課長  山﨑 善之 

同 課 長 補 佐         田口 昌孝    同 係 長  大野 彰彦 

健康対策課長  西梶 浩司    同 課 長 補 佐  北  典子 

環境対策課長         栗本 公生    同 課 長 補 佐         福田 善行 

住 民 課 長  岡村ひとみ    同 課 長 補 佐         鎌田 裕之 

 

４．会議の書記 

     議会事務局長         寺田 良信    同   係   長         大塚 美季 

 

５．審査事項 

     別紙のとおり 
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福祉課長 

 

 

開会（午前９時００分） 

署名委員 坂口委員、辻委員 

 

おはようございます。 

ただいまより厚生常任委員会を開会し、本日の会議を開きます。 

なお、紀委員から欠席の通告を受けております。 

初めに、町長のご挨拶をお受けいたします。 小城町長。 

 

（ 町長挨拶 ） 

 

はい、ありがとうございます。 

それでは最初に、本委員会の会議録署名委員を私のほうから指名いた

します。 

署名委員には、坂口委員、辻委員のお２人を指名いたします。両委員

にはよろしくお願いいたします。 

本日の審査案件は、お手元に配布しておりますとおりでございます。 

初めに、１番の付託議案についてを議題といたします。 

１つ目です。議案第３３号 斑鳩町指定介護予防支援等の事業の人員

及び運営の基準等に関する条例についてを議題といたします。 

理事者の説明を求めます。 本庄福祉課長。 

       

それでは、議案第３３号 斑鳩町指定介護予防支援等の事業の人員及

び運営の基準等に関する条例について、ご説明申しあげます。 

初めに、議案書を朗読いたします。 

 

（ 議案書朗読 ） 

 

それでは、本条例の内容についてご説明いたします。 

なお、条例本文の朗読につきましては省略をさせていただき、議案書

末尾の要旨をもって説明にかえさせていただきたいと思いますので、ご
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了承いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

恐れ入りますが、議案書の末尾の要旨をごらんいただけますでしょう

か。斑鳩町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営の基準等に関する

条例（要旨）でございます。 

介護予防支援事業は、介護保険の要支援認定を受けた方に対する介護

予防サービス計画の作成や、サービス事業者との連絡・調整など、介護

予防ケアマネジメントを行う事業でございまして、町が指定した地域包

括支援センターが実施することとなっております。 

本条例は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図る

ための関係法律の整備に関する法律により介護保険法が改正され、これ

まで政省令によることとされていた指定介護予防支援及び基準該当介護

予防支援、以下、説明におきまして「指定介護予防支援等」とさせてい

ただきます。この事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る

介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等について、市町村

の条例により定めるものとされたことに伴い、本町の指定介護予防支援

等の事業の人員及び運営に関する基準等を定めるものでございます。 

それでは、主な制定内容についてご説明いたします。 

 まず、本条例の趣旨、第１条関係でございます。 

本条例は、介護保険法の規定に基づき、指定介護予防支援等の事業の

人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的

な支援の方法に関する基準及び指定介護予防支援事業者の指定に必要な

要件を定めるものでございます。 

次に、（２）番、指定介護予防支援事業者の指定要件、第２条関係で

ございます。 

一般原則として、指定介護予防支援事業者は法人といたします。こち

らは、介護保険法の規定により、省令の基準に従って定めるものでござ

います。また、町独自の基準といたしまして、暴力団を排除する要件を

定めるものでございます。 

具体的には、当該法人の役員等として、業務を執行する社員、取締役、

執行役またはこれらに準ずる者等、事業を行う者に対し支配力を有する
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ものと認められる者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法

律、いわゆる暴力団対策法でございますが、そちらに規定する暴力団員、

または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者であってはな

らないことを定めるものでございます。 

次に、（３）基本方針、第３条関係は、指定介護予防支援の事業が、

その利用者が可能な限り居宅において自立した日常生活を営むことので

きるように配慮して行われるものでなければならないこと等を定めるも

のでございます。 

次に、（４）番でございます。人員に関する基準、第４条・第５条関

係は、指定介護予防支援事業者の従業員の要件及び員数、管理者の設置

について、（５）番、運営に関する基準、第６条から第３０条関係につ

きましては、内容及び手続きの説明及び同意、サービス提供拒否の禁止、

秘密保持、事故発生時の対応といった政省令に従うべき基準及びその他

政省令を参酌すべき基準に従い、指定介護予防支援事業所の運営に関す

る基準を定めるものでございます。 

裏面にお移りいただけますでしょうか。 

続いて、（６）番でございます。指定介護予防支援の基本取扱方針、

第３１条関係でございます。 

指定介護予防支援が、利用者の介護予防に資するよう行われるととも

に、医療サービスとの連携に十分配慮して行わなければならないこと、

また、介護予防の効果を最大限に発揮し、利用者が生活機能の改善を実

現するための適切なサービスを選択できるよう、目標指向型の介護予防

サービス計画を策定しなければならないことを定めるものでございま

す。 

（７）番、指定介護予防支援の具体的取扱方針、第３２条関係は、本

条例の基本方針及び基本取扱方針に基づき、介護予防サービス計画の作

成の指定介護予防支援の具体的な取扱いの方針について定めるものでご

ざいます。 

次の（８）介護予防支援の提供に当たっての留意点、第３３条関係は、

介護予防支援の実施に当たり、介護予防の効果を最大限に発揮するため
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福祉課長 

に留意しなければならない事項について定めるものでございます。 

（９）基準該当介護予防支援に関する基準、第３４条関係は、指定介

護予防支援の事業に関する規定を基準該当予防支援の事業に準用するこ

とについて、最後に、（１０）委任、第３５条関係は、委任条項を定め

るものでございます。 

以上が本条例の主な制定内容でございますが、第２条の暴力団の排除

の規定を除き、現在、施行されている国の政省令の基準と同様となって

いることにつきまして、ご了承いただきますようお願いいたします。 

また、暴力団の排除の規定につきましては、同じく介護保険の地域密

着型サービス及び地域密着型介護予防サービスの指定事業者に係る基準

を定める条例におきましても同様の要件を定めるための条例改正につい

て本定例会に上程をさせていただいておりますので、よろしくお願いい

たします。 

続いて、本条例の施行期日でございます。本条例は平成２７年４月１

日から施行してまいります。 

以上、議案第３３号 斑鳩町指定介護予防支援等の事業の人員及び運

営の基準等に関する条例の説明とさせていただきます。委員皆さまには

よろしくご審議を賜りまして、原案どおり可決いただきますよう、よろ

しくお願い申しあげます。 

 

説明が終わりましたので、質疑をお受けしたいと思います。何か質疑、

意見、ございますでしょうか。 辻委員。 

 

これ、もともと政令によってということで、条例化するということで、

このことによって事務量っていうのが、暴力団、あれ要りますけども、

以外で何かその辺で。法改正したらいちいち改正してこんなんという点

もあるけど、この基準によって、運営する自体は変わりないということ

で。 

 

この事業に関しましては、もともと町のほうの指定となっております
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ので、今回の条例の制定による事務の変更というか、いうものはござい

ません。 

 

改正内容で、今、暴力団の話ありましたけども、この暴力団の把握い

うのは、恐らく難しいのかなっていう気もします。この辺の、あと、い

ろいろ今後の改正でも出てきますけど、包括にも出てくるし、議案第４

７、４８出てきますけど、その辺の把握というのかな、その辺の対応い

うのはどないされるのか。 

 

池田副町長。 

 

どの、いろいろな指定の業者でも一緒です。いろんな条例で町と暴力

団排除、これはもう暴対法の関係でやっておりまして、例えばそういう

疑わしき場合につきましては、西和警察と協定を結んでおりまして、氏

名等を照会しましたら、向こうのほうから、これは暴力団ですよという

ことを照会ありますので、それを受けまして、その指定業者につきまし

ては当然、その時点で指定を解除すると。これについてはどの市町村も

同じような取り扱いになっておりますので。 

 

役員のところに、この人は暴力団ていうのもなかなか町村で見にくい

ということで、その辺の対応もやっぱり十分していただくということで、

あとの議案にもありますけども、よろしくお願いしたいと思います。以

上です。 

 

ほかに委員のほうで、質疑やご意見、ございますでしょうか。特にご

ざいませんか。 

 

（ な  し ） 

 

ないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 
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お諮りいたします。 

本案については、当委員会として原案どおり可決することにご異議ご

ざいませんか。 

 

（ 異議なし ） 

 

異議なしと認めます。 

よって、議案第３３号については、当委員会として満場一致で可決す

べきものと決しました。 

続きまして、２番目の議案第３４号 斑鳩町地域包括支援センターの

包括的支援事業の実施に係る基準に関する条例についてを議題といたし

ます。 

理事者の説明を求めます。 本庄福祉課長。 

 

それでは、議案第３４号 斑鳩町地域包括支援センターの包括的支援

事業の実施に係る基準に関する条例についてご説明申しあげます。 

初めに、議案書を朗読いたします。 

 

（ 議案書朗読 ） 

 

それでは、本条例の内容についてご説明いたします。 

なお、条例本文の朗読につきましては省略をさせていただき、議案書

末尾の要旨をもって説明にかえさせていただきたいと思いますので、ご

了承いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

恐れ入りますが、議案書の末尾から２枚目、斑鳩町地域包括支援セン

ターの包括的支援事業の実施に係る基準に関する条例（要旨）をごらん

いただけますでしょうか。 

本条例につきましては、地域の自主性及び自立性を高めるための改革

の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、以下「第３次一括法」

とさせていただきます。この法律によりまして介護保険法が改正され、
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これまで政省令によることとされていた地域包括支援センターが包括的

支援事業を実施するために必要な職員に係る基準及び当該職員の員数等

の基準を市町村の条例で定めるものとされたことに伴い、本町の地域包

括支援センターが包括的支援事業を実施するために必要な基準を定める

ものでございます。 

それでは、主な制定内容についてご説明いたします。 

初めに、本条例の趣旨、第１条関係でございます。 

本条例は、介護保険法第１１５条の４６第４項の規定に基づき、地域

包括支援センターが包括的支援事業を実施するために必要な基準を定め

るものでございます。 

（２）定義、第２条関係は、この条例において使用する用語の意義は、

法において使用する用語の例によることとすることを定めるものでござ

います。 

続いて、（３）基本方針、第３条関係でございます。１つとして、地

域包括支援センターは、職員が協働して包括的支援事業を実施すること

により、各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、

介護給付等対象サービスその他の保健医療サービスまたは福祉サービ

ス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、各被保険

者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むこと

ができるようにすること。 

また、２つとして、地域包括支援センターは、斑鳩町地域包括支援セ

ンター運営協議会の意見を踏まえて、適切、公平かつ中立な運営を確保

することを定めるものでございます。 

この基本方針の内容につきましては、国の省令の基準と同様となって

おります。 

次に、（４）地域包括支援センターの職員に係る基準及び当該職員の

員数、第４条関係でございます。こちらにつきましては、地域包括支援

センターが担当する区域内の第１号被保険者の数に応じ、必要とするセ

ンターの人員配置基準を定めるものでございます。 

裏面にお移りいただきまして、人員配置基準表をごらんいただけます
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でしょうか。 

こちらの表は、表の左側が担当する区域における第１号被保険者の数、

表の右側が人員配置基準としてそれぞれ第１号被保険者数に応じた保健

師、社会福祉士、主任介護支援専門員といった職員の資格等に関する基

準及びその員数をお示ししたものでございます。 

まず、第１号被保険者数が６，０００人未満の各区分でございますが、

この区分につきましては、従うべき基準として省令でその基準が定めら

れており、当該省令と同様の人員配置基準を定めております。 

次に、第１号被保険者の数が、おおむね６，０００人から９，０００

人未満の各区分でございます。こちらの各区分の人員配置基準につきま

しては、現在、本町の地域包括支援センターが担当する第１号被保険者

数の状況等から、町独自の基準として定めるものでございます。 

それぞれ、従うべき基準であるおおむね３，０００人以上６，０００

人未満の人員配置基準の人員に、資格を有する職員を加えるよう、その

基準を定めております。 

まず、第１号被保険者の数がおおむね７，０００人未満では、３，０

００人から６，０００人未満の人員配置基準の人員に、保健師、社会福

祉士、主任介護支援専門員等及び介護支援専門員のうちから１人または

２人を加えた員数、７，０００人以上８，０００人未満では、保健師等

の資格者２人を加えた員数とし、うち１人は専らその職務に従事する常

勤の職員とすることとしております。 

また、８，０００人以上９，０００人未満では、専らその職務に従事

する常勤の保健師１人と、その他資格等を有する職員１人を加えた員数

を人員配置基準としております。 

次ページにお移りいただきまして、（５）委任、第５条関係でござい

ます。こちらにつきましては、委任条項を定めるものでございます。 

以上が、主な制定内容でございます。 

続いて、施行期日でございますが、本条例は平成２７年４月１日から

施行してまいります。 

以上、議案第３４号 斑鳩町地域包括支援センターの包括的支援事業
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の実施に係る基準に関する条例についての説明とさせていただきます。 

委員皆さまには、よろしくご審議を賜りまして、原案どおり可決いた

だきますよう、よろしくお願い申しあげます 

 

説明が終わりましたので、質疑をお受けいたします。 辻委員。 

 

人員配置の基準で当町はどんな、この、おおむね７，０００以上と、

未満なるのか、以上なるのか、その辺。 

 

現在の第１号被保険者の数ですね。 本庄福祉課長。 

 

本町の現状でございます。平成２６年９月末現在、第１号被保険者数

の数は７，８５８人となっております。 

 

町は、普通やったらこれ、基準では２つ置かんなんというふうになる

けども、町独自では、町のは１か所でええということになったんかな、

これは。 

 

２、３万人に対して１か所やからね。一応、答弁してもらわなあかん

けど。 本庄福祉課長。 

 

地域包括支援センターの設置数でございます。基本的には、国のほう

で、日常生活圏域を配慮して設置すると、このようになっておりまして、

介護保険の計画の中で、協議会ともご相談をさせていただいて、日常生

活圏域は１つというふうにさせていただいております。 

また、別途、おおむね人口２万人から３万人に１箇所ということにな

っておりまして、現在は、当町の地域包括支援センターは１か所の設置

となっておる状況でございます。 

 

それともう１つ。これ、今、保健師と社会福祉士、主任介護支援専門
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辻委員 

 

 

 

 

 

 

 

委員長 

員になっていますけども、多分保健師、今、常勤はないのか、その辺と、

今の体制でうまくいっているのかどうかだけ、常務理事もおられますの

で、その辺だけで。 

 

植村住民生活部長。 

 

現在、この地域包括支援センターにつきましては、町の社会福祉協議

会に委託をしておるところでございます。その中で、委員ご指摘のよう

に、経験のある看護師が配置をいたしておりましたけども、現在、退職

をいたしまして、保健師あるいはそういう地域包括の経験のある看護師

の募集をしているところでございます。この間、この専門職については

欠員となっておりますことから、町の福祉課の介護高齢福祉第２係長の

羽根田久枝が保健師の資格を持っておりまして、この業務を総括的に管

理をしているという状況で務めさせていただいておりますので、現段階

では問題はございません。 

ただ、あとで報告のところでご説明をいたしたいと思っておりますけ

れども、今後、地域包括ケアシステムを構築していく中で、これらの地

域包括支援センターの業務というのは、多岐、多忙になってまいること

から、これらの強化は今後図っていきたいというふうに考えているとこ

ろでございます。 

 

各課報告でまた報告もありますけども、これから大事な仕事になりま

すので、その辺の充実をやっぱりしていって、委託でええのか、直営で

ええのか、担当していたところは委託やいうことでさせてもらうけど、

これだけ仕事ふえてきたら、今後やっぱり考えることも必要だと思う、

今すぐでない、やっぱり今後考える、人員配置もありますので、今後や

っぱり考えることも必要かなということで思っておりますけども、その

辺また対応よろしくお願いしたいと思います。以上です。 

 

ほかに、委員皆さんのほうで何か質疑、ご意見ございますでしょうか。 
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委員長 

 

 

（ な  し ） 

 

そうしたら、ちょっと私も確認をさせていただきたいと思います。一

号被保険者の数、先ほど課長のほうから７，８５８ということでしたが、

そうしますと、この表で言うと、７，０００人以上８，０００人未満と

いうところに斑鳩町は当たるのかと思うのですが、今、尐し、看護師の

ところでの不備があると、退職によって不足している部分もあるので、

対策はとっているというものの、この条例は来年の４月１日からの施行

ってなっています。ここで、３人の常勤、これ、基本的に常勤かなと思

うのですが、それプラスですね、その斑鳩町に当てはまるところを見る

とプラス２人、そして１人は常勤、こういう員数を加えなさいというこ

とになっております。 

ということはですね、現在の体制、もう前々から私は地域包括支援セ

ンターについてはいろいろな意見申しあげてきましたけれども、現在の

体制が何人の体制になっているか、そして、本当に来年度からこの条例

どおりの体制がとれるのか、センター長の考え方も含めてですね、ちょ

っとここは再度お聞かせいただきたいと思うのですが。 池田副町長。 

 

さっき植村部長のほうから、今後の充実策も考えているというご答弁

させていただいておりました。後ほど、今、委員長が申されましたよう

に、説明させていただきます地域包括ケアシステムがございます。これ

につきましては、２０２５年問題に向けて非常に大事な問題でございま

すので、やはり町といたしましても、この条例が施行される４月１日と

なっておりますので、それに向けまして、この体制整備の充実につきま

しては次回の２月委員会でもお示しさせていただいて、その充実のあり

方についてご相談を申しあげたいと考えております。 

 

そうしましたら、これからさらに進めていく、検討していく中で、２

月の委員会でということですので、十分に人員配置について、そしてま
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委員長 

 

 

 

 

 

 

国保医療

課長 

 

 

 

 

国保医療

課長 

 

た、いよいよ大変な業務になってくるセンター長のあり方についてなど

も含めましてですね、また十分なご検討をいただきまして、ご報告もし

ていただきたいと思います。 

ほかに、よろしいございますか。 

 

（ な  し ） 

 

ほかにないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。 

本案については、当委員会として原案どおり可決することにご異議ご

ざいませんか。 

 

（ 異議なし ） 

 

異議なしと認めます。 

よって、議案第３４号については、当委員会として満場一致で可決す

べきものと決しました。 

続きまして、３つ目です。議案第４２号 斑鳩町国民健康保険税条例

の一部を改正する条例についてを議題といたします。 

理事者の説明を求めます。 山﨑国保医療課長。 

       

それでは、議案第４２号 斑鳩町国民健康保険税条例の一部を改正す

る条例につきましてご説明を申しあげます。 

まず、議案書を朗読させていただきます。 

 

（ 議案書朗読 ） 

 

恐れ入りますが、お手元の資料１をごらんいただけますでしょうか。 

本年９月１８日に、国民健康保険税の適正な税率について斑鳩町国民

健康保険運営協議会に諮問を行い、本年１１月６日付で答申をいただい



 - 14 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ております。この答申に基づき税率の改定を行うものでございます。 

内容につきましては、改正内容の説明と重複いたしますので割愛をさ

せていただきます。なお、付帯意見の説明につきましても、前回の委員

会でご説明を申しあげておりますので、説明のほうは割愛させていただ

きます 

それでは、改正内容についてご説明を申しあげます。 

斑鳩町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の末尾にある要旨を

ごらんいただけますでしょうか。 

まず、１の主な改正内容でございます。 

答申にありますように、基礎課税分の税率は据え置き、後期高齢者支

援金分及び介護分の税率を改定するものでございます。 

後期高齢者支援金分では、資産割は据え置き、所得割額を現行の１．

６％から２％へ０．４％引き上げるものでございます。 

均等割額では、現行の７，２００円から９，７００円へ２，５００円

引き上げるものでございます。 

また、平等割においては、特定世帯・特定継続世帯以外の世帯で、現

行４，８００円から７，２００円へ２，４００円引き上げるものでござ

います。特定世帯及び特定継続世帯の税額は、表の欄外の米印で説明を

入れおります軽減割合をそれぞれ乗じた額となっております。 

次に、介護納付金でございます。資産割は据え置き、所得割額を現行

の１％から２．２％へ１．２％引き上げるものでございます。  

また、均等割においては、現行の５，４００円から８，４００円へ３，

０００円引き上げるものでございます。平等割額では、現行の４，５０

０円から５，８００円へ１，３００円引き上げるものでございます。 

次に、裏面をお開き願えますでしょうか。 

（２）の後期高齢者支援金分及び介護分の税率改定に伴う軽減額でご

ざいます。 

所得の状況に応じて７割から２割、保険税が軽減される場合がござい

ます。それらについても税額の改定を行っております。 

税額の算定方法について、７割軽減を例にとってご説明を申しあげま
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委員長 

 

 

辻委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

す。後期高齢者支援金分の均等割額９，７００円に７０％を乗じた額、

６，７９０円が減額され、２，９１０円が均等割の額となるものでござ

います。 

次に、平等割額においては、特定世帯・特定継続世帯以外の世帯で平

等割額７，２００円に７０％を乗じた額、５，０４０円が減額され、２，

１６０円が均等割の額となるものでございます。また、特定世帯及び特

定継続世帯の税額は、先ほどの表欄外の米印で説明を入れております軽

減割合をそれぞれ乗じた額が軽減額となるものでございます。  

介護納付金分の均等割及び平等割額についても、それぞれの税額に７

０％を乗じた額が軽減額となるものでございます。以下、５割及び２割

軽減についても同様に計算した額が軽減額となっております。 

最後に、施行日でございますが、平成２７年４月１日でございます。 

以上で、国民健康保険税率の改定につきましての説明とさせていただ

きます。よろしくご審議のほどお願い申しあげます。 

 

説明が終わりましたので、質疑をお受けいたします。委員皆さまのほ

うで何かお尋ねになりたいこと、ございませんでしょうか。 辻委員。 

 

答弁はもう要りませんけども、今まで収納でいろいろな、コンビニ収

納とかペイジー収納して努力していただいています。そのために収納率

も上がってきているということで、大変ご苦労かけていますけども、監

査委員さんの意見書にありますように、現年度はそないしてもういろい

ろ対策していただいて。まあ、現年度することによって滞納が減ってく

るということでありますけども、運営委員会のほうで付帯意見というの

が付いていますように、やっぱり滞納整理を十分していただくように。

前回も聞かせてもらいましたけども、やっぱり国の補助も十分活用する

方向で、いろいろ難しい問題あると思いますけども、その辺も活用しな

がらやっぱり滞納整理を十分していただく。以前やったら国道に納期内

納付という大きい看板も付けてされています。それを、いろいろな国の

補助も活用しながらされていましたけども、今後、滞納整理、これはや
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辻委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員長 

 

辻委員 

 

委員長 

 

 

っぱり課税の公平ということになりますので、やっぱり善良、ちゃんと

納期に納めてはる人とのバランス、公平性もありますので、その辺も十

分、今後ちょっとでも滞納整理をしていくということで、よろしくお願

いしたいと思います。以上です。 

 

答弁はよろしいですか。 

 

（「もう答弁はよろしいです」と呼ぶ者あり） 

 

辻委員。 

 

それと、現状ですけども、なかなかちょっとこう、斑鳩町１千万あり

ますので、これはもう答弁は要りませんけども、ひとり言で。医療費の

ね、基準所得というのがね、各町によってこう、ばらばら。前に参考資

料でもうたやつ、１０ページですけども、これ、斑鳩町は国保の基準収

入が、やっぱり平群町とか王寺町、河合町、この辺のやっぱり国保の加

入者のその辺の層によって変わってくるので、これ大変、その辺の。こ

んなん所得上げよと言うてもなかなか上げられませんので、その辺もや

っぱり十分今後の推移としながら、その辺も勉強しながら国保のほう。

この４番に書いてある税率との定期的な見直しありますよね、その辺も

関係しながら、この辺も各町の調査をしながら今後の対応をお願いした

いと。 

 

要望ですね。 

 

要望だけで。 

 

要望ですか、はい。 

ほかにございますか。 小林委員。 
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今回の値上げについては賛成なんですけれども、今回こういうふうに

値上げされてもですね、やっぱり根本的な解決にはならないのかなとい

うふうに思います。 

その中でですね、やっぱり付帯意見というのが上がってきていますけ

れども、その中の２番についてですね、やっぱりこういう努力をしてい

かなければいけない、しかし、今の現状では改善にはならないというこ

とでですね、やっぱり手段が、新しい手段がいるのかなというふうに思

うんですけれども、今後この提言を受けて、この２について、今後どの

ように考えていくのか、新しいやり方を考えておられるのかについてと、

もう１つ、３番目の制限についてですけれども、斑鳩町の国民健康保険

証には、初めから印字、ジェネリック医薬品を使ってくださいねという

印字がされていませんけれども、先進地ではやっぱり、財政の厳しいと

ころでは、初めから保険証に印字しているという自治体もあるんですけ

れども、その点について斑鳩町としてはどのように考えていくのかとい

うことをお聞かせいただきたいと思います。 

 

山﨑国保医療課長。 

 

まず、１点目の受診率の向上等の関係でございますが、検診、平日に

行っておるわけなんですが、どうしても現役の世代の方が仕事のために

受診しにくいというような現状もございますので、土曜日、日曜日に検

診ができるような体制を検討してまいりたいというふうに考えておりま

す。 

そして、３点目のジェネリックの関係なんですが、これにつきまして

も、保険証を発送するときにシールを同封しております。それで、それ

をはっていただければ、かかりつけのお医者さんでわかるようにはなる

と思うのですが、なかなか全ての人にはっていただけていないという状

況もございまして、はっていただけるようなことの文書なども同封して、

普及に努めてまいりたいというふうに思います。 
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私がですね、やっぱり高齢者の方々とお話しする中でですが、そもそ

もの年配の方々の意識がですね、やっぱり斑鳩町の財政はいい、国保の

財政もいいというふうに思われている方が多いので、どうしてもジェネ

リックを自主的に頼まれる方っていうのがなかなか尐ないみたいなんで

す。お医者さんもやっぱりジェネリック禁止、このお薬はジェネリック

は無理ですというふうに書かれる場合もありますし、国のほうがですね、

薬局に努力義務として一定のジェネリックを使いなさいというふうに指

導していますけれども、やっぱり薬局側からの指導でジェネリックとい

うのはなかなかしにくいのかなというふうにも思いますので、やっぱり

厳しい財政状況ということを鑑みればですよね、国民健康保険証に初め

から印字するっていうのは無理なんですかね。 

 

植村住民生活部長。 

 

ジェネリック医薬品につきましては、基本的には処方箋に何もなけれ

ば、基本的にはジェネリックがあると。委員おっしゃいましたように、

お医者さんがジェネリックはだめですよというふうに書かはった場合に

は、これは医師の診断がそうでありますので、薬局のほうもそれに従わ

ざるを得ないという事情があります。ですから、お医者さんがそう書か

はったら、もうそれは仕方ございません。ただ、基本的には薬局のほう

も、処方箋に何も書いていなければジェネリックにしましょうというよ

うなことは、薬局のほうでもうどんどん進められていることです。それ

から、一部、医師会の先生方の中には、ジェネリック医薬品の成分は同

じなんですけれども、製造方法、例えば、錠剤のものであれば、その固

め方については、ジェネリックでは特段規定がないので、その固め方と

か、体内に入ったときの溶け方、それらの違いによって、やはりジェネ

リック医薬品ではなく新薬のほうがいいということで、おっしゃる先生

方もおられます。私どもの医師会懇談会の中でも、幾度かジェネリック

医薬品についての、もう尐し啓発を大々的にやっていきたいといった中

で、医師会側から、それは控えていただきたいという話もございました。
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そういう中で、現在、国保医療課が、今、体制をとらせていただいてい

るという状況でございますが、今後、ジェネリック医薬品については、

医師会の先生方ともよく話し合った上で対応をしていきたいというふう

に考えております。 

 

日本の医療制度の改革って、医師会側からの自主的な改革をお願いし

ている部分が多いんですけどもね、今、部長おっしゃっていただいたよ

うな現状だと思うんですけれども、薬局関係の実情もやっぱり、なかな

か薬局のほうからも言いにくいっていう現状がある中でですね、となっ

てきましたら、やっぱり当事者たちの、患者さんたちの意識を変えてい

く努力がもっともっと必要ではないのかなというふうに考えておりま

す。そういう、何か、意識のやっぱり改革というか、啓発活動というの

をもっともっと町として取り組んでいかなければ、この問題については

なかなか今後も、保険料の値上げをしていってもなかなか難しいのかな

というふうに考えていますので、そういう意識改革をですね、町のほう

にお願いをさせていただきます。 

 

それは、最後、意見として。 

 

はい。 

 

ほかに、委員の中で何かございますか。  

 

（ な  し ） 

 

１点、私、ちょっと確認させていただきたいんです。今議会でですね、

この条例が改正されましたら、国民健康保険加入者に対しましてですね、

また周知をしていただかなければならないというふうに思うんですが、

今後の周知の方法ですね、今議会でこれが成立すれば、どのように周知

をしていくというふうにお考えになっているのか。やはり加入者にご理
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国保医療

課長 

 

 

委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員長 

 

 

解、ご納得していただくこととしては、その周知の仕方っていうのは非

常に大切だと思いますので、その辺の考え方はどういうふうにしようと

考えておられるのかお尋ねをしておきたいと思います。 

山﨑国保医療課長。 

 

加入者、住民への周知でございますが、一応２月の広報で掲載をして

まいりたいというふうに考えております。同じくホームページについて

も載せていきたいというふうに予定はしております。 

 

そうですね。それで、２月広報で載せたとして、これ、非常にわかり

にくいですよね、医療分や介護分や支援金分やいうてなっていて、そこ

の税率がこう変わりますよとか、均等割りこうですよとか、平等割こう

ですよとか、いろいろ税率で載せていただいても、非常にわかりにくの

ではないかなということの中では、ひょっとしたら問い合わせがたくさ

んくるのではないかなというふうなことも思うんですね。ですから、そ

ういう体制、問い合わせが来たときに、じゃあ自分はどうなるんだろう

と、やっぱり生活かかっている方、低所得の方については、とてもうそ

ういう公共的な料金、税金払うのに、本当に高くなればなるほど生活が

追い詰められますので、問い合わせなどもたくさん来るかもわかりませ

ん。そういったときにですね、きちっとした対応ができるような体制を

やっぱり整えていただくっていうことが重要だというふうに私は思いま

すので、担当課におかれてはその努力をしていただけるように、問い合

わせへの対応っていうこと、十分考慮してください。これは要望ですが。 

ほかに、よろしいございますか。よろしいですか。 

 

（ な  し ） 

 

それでは、ほかにないようですので、これをもって質疑を終結させて

いただきます。 

お諮りいたします。 
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福祉課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本案については、当委員会として原案どおり可決することにご異議ご

ざいませんか。 

 

（ 異議なし ） 

 

異議なしと認めます。 

よって、議案第４２号については、当委員会として満場一致で可決す

べきものと決しました。 

続きまして、４つ目です。議案第４６号 斑鳩町国民健康保険条例の

一部を改正する条例について議題といたします。 

理事者の説明を求めます。 山﨑国保医療課長。 

 

それでは、議案第４６号 斑鳩町国民健康保険条例の一部を改正する

条例につきましてご説明を申しあげます。 

まず、議案書を朗読させていただきます。 

 

（ 議案書朗読 ） 

 

恐れ入りますが、斑鳩町国民健康保険条例の一部を改正する条例の末

尾にある要旨をごらんいただけますでしょうか。 

被用者保険の保険者が支給する出産育児一時金等について、健康保険

法施行令等の一部を改正する政令が本年１１月１９日に公布されたこと

に伴い、国民健康保険条例の一部を改正するものでございます。 

具体的には、出産育児一時金の支給について、産科医療補償制度掛金

の引き下げに伴い、同制度に加入している分娩機関で出産する場合に加

算する額を現行の３０，０００円から１６，０００円に引き下げるもの

でございます。 

また、現行の給付総額４２０，０００円を維持するため、基本額を現

行の３９０，０００円から１４，０００円を引き上げ４０４，０００円

とするものでございます。 
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国保医療
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委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国保医療

なお、施行期日は平成２７年１月１日でございます。以上でございま

す。 

 

説明が終わりましたので、質疑をお受けいたします。何か。 

小林委員。 

 

掛金の余剰金を充当するということで、今回こういうふうに引き下げ

られたことに対して特段の、まあいいんですけれども、奈良県のほうで

ですね、これに関して、出産費用の最高額とか、最低額とか、平均値っ

ていうのは、これに関連して情報載っていましたのでね、当町としては、

一体斑鳩町の住民さんは出産費用って、平均とか、いろいろ提出された

のかなと思うんですけれども、斑鳩町の住民の場合の平均額、最高額、

最低額ていうのは、わかっているようでしたら教えていただきたいんで

すけれども。 

 

ちょっと統計的に数字を整理しておりませんので、ちょっとわからな

いということで。 

 

医療機関も、このごろ付帯サービスとか付けたりしてえらい高額に取

らはるような病院とか、そういうのもありますのでね、いろいろだろう

とは思いますが、今、委員の質疑に関連していますけど、これね、４２

万円の出産の一時金。この、たまにはこの４２万円に満たない請求って

いうのかな、そういうのはひょっとしたらあるんじゃないかなと。もう

大体、ほとんどの人が４２万円、今まで払ってきていると思うんですけ

どね、たまにここに至らない場合もあるのかなと。そういう場合はどん

なケースが、そういう、４２万円に届いていないという状況になるのか

なっていうのが。ちょっと先ほどに関連して。最低ラインですね、だか

ら。 

 

海外で出産されるとか、死産された場合が主に、この、今、委員長が
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国保医療

課長 

委員長 

 

 

 

 

委員長 

 

 

 

 

 

 

委員長 

 

 

 

 

 

 

 

福祉課長 

おっしゃっているようなケースに該当してくるものでございます。 

 

そうしたら、普通に国公立の病院であったり、そういう病院で出産し

たとしても、もうたいていの出産についてはこの費用に達すると、普通

分娩であれば達するというふうに、あれですね、考えればよろしいんで

すね。 

 

おっしゃるとおり、普通に出産されれば、当然この額。 

 

はい、わかりました。 

ほかに何かございませんでしょうか。よろしいですか。 

 

（ な  し ） 

 

ないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。 

本案については、当委員会として原案どおり可決することにご異議ご

ざいませんか。 

 

（ 異議なし ） 

 

異議なしと認めます。 

よって、議案第４６号については、当委員会として満場一致で可決す

べきものと決しました。 

続きまして、５つ目です。議案第４７号 斑鳩町指定地域密着型サー

ビスの事業の人員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する

条例についてを議題といたします。 

理事者の説明を求めます。 本庄福祉課長。 

       

それでは、議案第４７号 斑鳩町指定地域密着型サービスの事業の人
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福祉課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例についてご

説明申しあげます。 

初めに、議案書を朗読いたします。 

 

（ 議案書朗読 ） 

 

本条例につきましては、本町が指定する介護保険の地域密着型サービ

ス事業者に関し、暴力団を排除する要件を定めるため所要の改正を行う

ものでございます。 

恐れ入りますが、議案書末尾の条例（要旨）をごらんいただけますで

しょうか。 

要旨をもって説明にかえさせていただきたいと思いますので、よろし

くお願いいたします。 

斑鳩町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に

関する条例の一部を改正する条例（要旨）でございます。 

斑鳩町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準に

関する条例に、地域密着型サービスの事業を行う者の役員等が暴力団員

等であってはならないこと等を定めるため、所要の改正を行うものでご

ざいます。 

具体的には、当該事業を行う者の役員等が、暴力団対策法に規定する

暴力団員又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有するものであ

ってはならないことを新たに規定するものでございます。 

施行期日でございますが、この条例は公布の日から施行してまいりま

す。 

なお、条例改正文、新旧対照表の説明は省略をさせていただきたいと

思いますので、ご了承いただきますようお願いいたします。 

以上、議案第４７号 斑鳩町指定地域密着型サービスの事業の人員、

設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例についての説明

とさせていただきます。委員皆さまにはよろしくご審議を賜りまして、

原案どおり可決いただきますようよろしくお願い申しあげます。 
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福祉課長 

 

 

 

 

 

 

福祉課長 

 

説明が終わりましたので、質疑をお受けいたします。 

よろしいですか。この条項については、先ほども、もう既に質疑も出

ておりますので、よろしいございますか。 

 

（ な  し ） 

 

ないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。 

本案については、当委員会として原案どおり可決することにご異議ご

ざいませんか。 

 

（ 異議なし ） 

 

異議なしと認めます。 

よって、議案第４７号については、当委員会として満場一致で可決す

べきものと決しました。 

次に、６点目です。議案第４８号 斑鳩町指定地域密着型介護予防サ

ービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正

する条例についてを議題といたします。 

理事者の説明を求めます。 本庄福祉課長。 

       

それでは、議案第４８号 斑鳩町指定地域密着型介護予防サービスの

事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例

についてご説明申しあげます。 

初めに、議案書を朗読いたします。 

 

（ 議案書朗読 ） 

 

本条例につきましても、本町が指定する介護保険の地域密着型介護予



 - 26 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員長 

 

 

 

 

委員長 

防サービス事業者に関し、暴力団を排除する要件を定めるため所要の改

正を行うものでございます。 

恐れ入りますが、議案書末尾の条例（要旨）をごらんいただけますで

しょうか。 

要旨をもって説明にかえさせていただきますので、よろしくお願いい

たします。 

斑鳩町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営

の基準等に関する条例に、地域密着型介護予防サービスの事業を行う者

の役員等が暴力団員等であってはならないこと等を定めるため所要の改

正を行うものでございます。 

本条例につきましても、議案第４７号と同様に、当該事業を行う者の

役員等が、暴力団対策法に規定する暴力団員又は暴力団員と社会的に避

難されるべき関係を有するものであってはならないことを新たに規定す

るものでございます。 

本条例の施行期日でございますが、この条例は、公布の日から施行を

いたします。 

なお、条例改正文、新旧対照表の説明は省略をさせていたただきたい

と思いますので、ご了承いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

以上、議案第４８号 斑鳩町指定地域密着型介護予防サービスの事業

の人員、設備及び運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例につ

いての説明といたします。 

委員皆さま方にはよろしくご審議を賜りまして、原案どおり可決いた

だきますよう、よろしくお願い申しあげます。 

 

説明が終わりましたので、質疑をお受けいたします。 

よろしいですか。 

 

（ な  し ） 

 

それでは、これをもって質疑を終結いたします。 
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国保医療

課長 

 

 

 

 

国保医療

課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

お諮りいたします。 

本案については、当委員会として原案どおり可決することにご異議ご

ざいませんか。 

 

（ 異議なし ） 

 

異議なしと認めます。 

よって、議案第４８号については、当委員会として満場一致で可決す

べきものと決しました。 

次に、７つ目といたしまして、議案第５１号 平成２６年度斑鳩町国

民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）についてを議題といたしま

す。 

理事者の説明を求めます。 山﨑国保医療課長。 

       

それでは、議案第５１号 平成２６年度斑鳩町国民健康保険事業特別

会計補正予算（第３号）につきましてご説明を申しあげます。 

まず、議案書を朗読させていただきます。 

 

（ 議案書朗読 ） 

 

本補正予算の内容につきましては、人事院勧告及び人事異動に伴う人

件費の補正となっております。 

恐れ入りますが、補正予算書の５ページをお開き願えますでしょうか。 

初めに、歳入予算の補正からご説明をさせていただきます。 

第８款繰入金、第１項他会計繰入金では、第１目一般会計繰入金で、

人事異動による人件費に係る事務費で職員給与費等繰入金２７４万円の

減額補正をお願いするものでございます。 

次に、６ページをお開き願えますでしょうか。 

歳出予算の補正についてでございます。 

初めに、第１款総務費、第１項総務管理費、第１目一般管理費で、人
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国保医療

課長 

委員長 

 

 

 

 

委員長 

 

 

 

 

 

 

委員長 

 

 

 

 

 

 

事異動及び人事院勧告による人件費、所要額２８３万２千円の減額補正

をお願いするものでございます。 

同じく第２項徴税費、第１目賦課徴収費で、人事院勧告による人件費、

所要額９万２千円の増額補正をお願いするものでございます。 

それでは、１ページにお戻りいただけますでしょうか。 

予算書を朗読させていただきます。 

 

（ 予算総則朗読 ） 

 

補正予算の説明については、以上でございます 

 

説明が終わりましたので、質疑をお受けいたします。 

特にございませんか。 

 

（ な  し ） 

 

ないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。 

本案については、当委員会として原案どおり可決することにご異議ご

ざいませんか。 

 

（ 異議なし ） 

 

異議なしと認めます。 

よって、議案第５１号については、当委員会として満場一致で可決す

べきものと決しました。 

続きまして、８番目です。議案第５３号 平成２６年度斑鳩町介護保

険事業特別会計補正予算（第２号）についてを議題といたします。 

理事者の説明を求めます。 本庄福祉課長。 
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福祉課長 

 

それでは、議案第５３号 平成２６年度斑鳩町介護保険事業特別会計

補正予算（第２号）につきまして、ご説明申しあげます。 

初めに、議案書を朗読いたします。 

 

（ 議案書朗読 ） 

 

今回の補正予算の内容は、人事院勧告による給与改定及び人事異動等

に伴う人件費所要額の予算補正と、それに伴う一般会計からの繰入金の

予算補正に関するものでございます。 

それでは、補正予算書に基づき説明をさせていただきます。 

恐れ入りますが、補正予算書の５ページをごらんいただけますでしょ

うか。 

初めに、歳入の予算補正でございます。 

第８款繰入金、第１項一般会計繰入金、第４目その他一般会計繰入金

で、職員給与費繰入金９０万３千円の減額補正をお願いするものでござ

います。 

６ページにお移りいただきたいと思います。 

続いて、歳出の予算補正でございます。 

第１款総務費、第１項総務管理費、第１目一般管理費で、人件費所要

額として９０万３千円の減額補正をお願いするものでございます。 

その内訳でございます。第２節の給料が４２万６千円、第３節職員手

当等が２７万３千円、第４節共済費が１０万６千円、第１９節負担金補

助及び交付金が９万８千円のそれぞれ減額となっております。 

恐れ入りますが、１ページにお戻りいただきたいと思います。 

予算総則を朗読させていただきます。 

 

（ 予算総則朗読 ） 

 

以上、議案第５３号 平成２６年度斑鳩町介護保険事業特別会計補正

予算（第２号）の説明とさせていただきます。 
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環境対策

課長 

 

 

 

 

環境対策

課長 

委員皆さまにはよろしくご審議を賜りまして、原案どおり可決いただ

きますよう、よろしくお願い申しあげます。 

 

説明が終わりましたので、質疑をお受けいたします。 

特にございませんか。 

 

（ な  し ） 

 

ないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。 

本案については、当委員会として原案どおり可決することにご異議ご

ざいませんか。 

 

（ 異議なし ） 

 

異議なしと認めます。 

よって、議案第５３号については、当委員会として満場一致で可決す

べきものと決しました。 

続きまして、９番目、議案第５５号 衛生処理場焼却棟解体撤去工事

請負契約の締結についてを議題といたします。 

理事者の説明を求めます。 栗本環境対策課長。 

       

それでは、議案第５５号 衛生処理場焼却棟解体撤去工事請負契約の

締結につきまして、ご説明をさせていただきます。 

まず、議案書を朗読いたします。 

 

（ 議案書朗読 ） 

 

続きまして、２枚目を朗読をいたします。 

 



 - 31 - 

 

 

環境対策

課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 工事請負契約締結内容朗読 ） 

 

本議案につきましては、平成２４年３月末をもちまして、町によりま

すごみ焼却処理を廃止をいたしましたことに伴います衛生処理場焼却棟

解体撤去工事であり、予定価格が５千万円を超えますことから、地方自

治法第９６条第１項第５号の規定に基づきまして、工事請負契約の締結

につきまして議会の議決を求めるものであります。 

今回、工事を実施いたしますのは、幸前２丁目に所在をいたします衛

生処理場のうち、鉄筋コンクリート造の焼却棟、建築面積１，３１５．

１３６平方メートル、及び鉄骨造の灰固化棟、建築面積が５８．７３平

方メートル、そして、鉄筋コンクリート造の煙突、高さ４０メートルの

解体撤去工事であります。  

契約の方法につきましては、制限付一般競争入札ということで、３社

からの入札参加の申し込みがございまして、それぞれ入札参加資格が認

められ、去る１０月１０日に郵便によります制限付一般競争入札を実施

したところ、３社とも応札されました。 

その結果、飛島建設株式会社奈良営業所が最低見積価格で応札をされ

ましたが、応札額が低入札調査基準価格を下回りましたことから、低入

札調査を実施をしたところであります。 

その低入札調査は、低入札価格調査制度に係る事務取扱要領によりま

す調査項目におきまして、応札者より資料の提出を受けるとともに、応

札者へのヒアリング及び関係機関への照会等の調査を実施をしておりま

す。 

ヒアリングにつきましては、１０月３１日、応札者であります飛島建

設株式会社から４名が出席され、町からは入札担当課の企画財政課、工

事担当課の環境対策課がそれぞれ出席して実施をしているところであり

ます。 

応札者からは、その価格により応札した理由として、１つとして、解

体工事等各工種に応じて、長年の協力関係にある専門業者や協力会社と

効率的で信頼できる施工体制の構築が可能なこと。２つとして、ごみ処
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委員長 

 

 

宮﨑委員 

 

理施設の解体工事等の同種同規模工事の施工実績が多数あり、施工歩掛

りや低価格での施工を可能とする技術的なノウハウを有していること。

３つとして、本工事に係る現場管理費は、経験豊富な技術者を配置し、

効率化を図ることで管理費を低減できること。４つとして、ダイオキシ

ン類やアスベストの無害化処理など新技術開発に取り組み、ＩＳＯ９０

０１やＩＳＯ１４００１などを取得し、安全管理体制に加え、品質、安

全、工程などの条件を満足させた上で施工可能な価格の範囲内での見積

りであることといった説明がなされました。 

そのことに加えまして、応札価格の積算書及び提出された関係書類、

あるいは施工実績や経営状況等々について調査を行い、特段問題がない

ことを確認をしております。 

また、西日本建設保証協会株式会社へ照会を行った結果、一部上場の

企業で、経営状況についても特に問題なしとの回答を得ております。 

以上の調査を行いました結果、当該応札価格によりまして契約内容に

適合した履行がなされると認められることから、飛島建設株式会社奈良

営業所所長重金治彦と、２億６，７８４万円、落札率８２．７％の工事

請負契約の締結をお願いするものであります。 

なお、発注後におきましても、施工計画、施工体制、施工状況等々を

監督し、適正に解体撤去工事が行われることを監理してまいりたいと考

えているところであります。 

以上で、議案第５５号衛生処理場焼却棟解体撤去工事請負契約の締結

についてのご説明とさせていただきます。よろしくご審議をいただきま

して、原案どおりご承認いただきますよう、よろしくお願いをいたしま

す。以上です。 

 

それでは、説明が終わりましたので、質疑をお受けいたします。 

宮﨑委員。 

 

ちょっと確認なんですけどね、これ、焼却場というのは、もう斑鳩町

で多分、これで解体することはないとは思うんですけど、今、課長の説
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中川委員 

 

 

環境対策

課長 

 

 

 

 

 

 

委員長 

 

明で、あとのことはちゃんと見てくれるということで、これ、ダイオキ

シンとか、あれ、レベルが多分あったと思うんですけど、それで解体の

方法が全部変わってくると思うんですけど、それは斑鳩町、多分仕様書

に書いているとは思うんですけど、今の話やったら、解体方法を変える

ようなことができるようなことが思ったんですけど、その点については

どういうふうにお話しされたんか、ちょっとお聞きしたいんですけど。 

 

 ごみ焼却施設の解体につきましては、ダイオキシン類ばく露防止対策

要綱に基づいて、そのレベルに応じて解体することが決まっています。 

斑鳩町の場合、焼却棟と焼却炉付近についてはレベル３でありますの

で、保護具、また、解体の作業等が指定されております。そういったこ

とで、仕様書にもそのレベルを書かせていただいて、それに準じた作業

をするように指示をしているところであります。 

 

よろしいですか。 

ほかに。 中川委員。 

 

この工事をするに当たって、地元から何か意見や要望等は、出たると

か出ていないとか、そんなんありますか。 

 

低入札調査が終わってこの業者が履行できるという判断をしたのが１

１月６日であります。それ以後、各４自治会の自治会長さんに、それぞ

れ工事の概要、まだ詳しいスケジュールは示されておりませんが、一定

の説明をさせていただいて、幸前自治会からは、住民の方々にスケジュ

ールが決まったらそれをお知らせしてほしいというご要望はいただいて

おりますけど、それ以外の３つの自治会につきましては、特段いただい

ていないところであります。 

 

よろしいですか。 

ほかによろしいですか。 辻委員。 
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昨日かおととい、テレビで残土処理で、何かテレビでえろう報道して、

その残土受けたところが大変危険なところもあるさかい、その辺のやっ

ぱり、残土のこの処分先いうの、こんなん、ここで決まってあるのかな。

そういうところ、その辺の指導はどんなふうにされているのか。 

 

残土の処分先まで指定はしておりませんけども、当然、産業廃棄物の

許可をお持ちかどうかの確認は、搬出される前には確認させていただき

ます。 

 

 何かテレビで、ちゃんと規定、許可を受けたところで残土処理したけ

ど、それがもう山積みになって住民にかなり危険やということで、テレ

ビでしていますけど、せっかく町のやつを向こうへ預けるねやったらや

っぱりその辺の、適切。多分、ここの業者さんはそんなことでしている

と思いますけども、その辺の対応もよろしくお願いしたいのと、それと

やっぱり、かなり車がこういろいろ、搬出するのに車、やっぱりかなり

出てきますので、その辺のことでやっぱり交通整理と、ルートをしなが

ら地元に適切に対応していただきたい。中川委員も言われましたけど、

やっぱりその辺の地元対応、またよろしくお願いしたいと思います。以

上です。 

 

 私のほうも、各委員からも出ていますけど、地元対応が心配です。こ

ういうふうに壊すとなると、音などもかなり、近隣にご迷惑をおかけす

ることになるのかな。議会の議決後５９７日間というかなり長い日程に

わたってこの工事をやっていく中では、本当に近隣の皆さまのご理解、

ものすごく必要なことですので、またそれでね、近隣とのトラブルが出

てこないように、十分に対策をとってやっていただきたい。ご納得、近

隣の方にしていただけるようにしていただきたいという思いを持ってお

ります。各委員の皆さんもそうだろうと思いますので。また、我々も、

いろいろな苦情が住民さんから届くっていうのは、私たちも聞くのも嫌
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課長 

ですし、担当課としてもね、そういう苦情をえろう受けなあかんという

のは、あとあと大変なことになってくると思いますので、できるだけそ

ういう対策をとってやっていただきたいということ、お願いしておきま

す。 

ほかにございませんでしょうか。よろしいですか。 

 

（ な  し ） 

 

 それでは、ないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。 

本案につきましては、当委員会として原案どおり可決することにご異

議ございませんか。 

 

（ 異議なし ） 

 

異議なしと認めます。 

よって、議案第５５号につきましては、当委員会として満場一致で可

決すべきものと決しました。 

ここで、１０時４０分まで休憩といたします。 

 

（ 午前１０時２２分 休憩 ） 

（ 午前１０時４０分 再開 ） 

 

それでは、再開いたします。 

続きまして、２番目の継続審査についてを議題といたします。 

その１、環境保全及びごみ減量化・資源化の推進に関することについ

て、理事者の報告を求めます。 栗本環境対策課長。 

 

それでは、継続審査であります環境保全及びごみ減量化・資源化の推

進に関することについてでありますが、来年４月から実施をいたします
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福祉課長 

 

 

 

 

 

安心サポートごみ収集事業につきましては、明日１２月１１日付で書面

によりまして各自治会長様に、また、民生委員様につきましては１９日

開催予定の定例会におきまして、それぞれ安心サポートごみ収集事業の

創設のご案内をさせていただく予定にしておりまして、住民の方々につ

きましては、来年１月号町広報紙によりまして事業創設のご案内をさせ

ていただく予定にしているところであります。 

その他の事項につきましては、前回の委員会後、特段ご説明、ご報告

申しあげる内容はなく、また、順調にごみ減量化・資源化の推進も図ら

れているところであります。 

以上、継続審査であります環境保全及びごみ減量化・資源化の推進に

つきましてのご報告とさせていただきます。 

 

報告が終わりましたので、質疑、意見などがありましたらお受けいた

します。何かお尋ねになりたいことはございませんでしょうか。よろし

いですか。 

 

（ な  し ） 

 

特にないようですので、以上で継続審査については終わらせていただ

きます｡ 

 次に、３番目、各課報告事項についてを議題とさせていただきます。 

１点目は、地域包括ケアシステムについてでございます。これについ

て、理事者の報告を求めます。 本庄福祉課長。 

 

それでは、地域包括ケアシステムの関係につきまして、本日お配りし

ております資料の２によりご説明をさせていただきます。 

初めに、資料２の２枚目をごらんいただきたいと思います。 

全国的な傾向と同じく、斑鳩町におきましても急速に高齢化が進展し

ており、団塊の世代が後期高齢者となる平成３７年、２０２５年には、

高齢者数は約８，５００人、高齢化率で約３３％に達すると推計され、
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町民の３人に１人が高齢者となることが見込まれております。また、同

時に、高齢者のひとり暮らしや高齢者のみの世帯が増加していくことも

予測されております。 

このような状況の中で、高齢者の方が可能な限り住み慣れた地域で暮

らし続けていくためには、医療、介護、予防、住まい、生活支援といっ

たケアを地域で一体的に提供していく地域包括ケアシステムの構築を推

進していくことが重要となってまいります。 

この地域包括ケアシステムにつきましては、様々な関係者の協力のも

とで、保険者である市町村が中心となって、都道府県とも連携・協力し

ながら、地域の自主性や主体性に基づいて、地域の特性に応じてつくり

あげていくことが必要となってまいります。 

昨年、国においてとりまとめられました社会保障制度改革国民会議報

告書においても、病院完結型医療から、地域全体で治し、支える地域完

結型医療への転換を図っていく上で、その受け皿となる地域包括ケアシ

ステムづくりの推進が必要であり、各種の取り組みを進めていくべきと

されているところでございます。 

地域包括ケアを実現するためには、先にあげさせていただきました医

療、介護、予防、住まい、生活支援の５つの視点での取り組みが、利用

者のニ一ズに応じて５つの要素の適切な組み合わせによってサービスを

提供する包括的、また、入院、退院、在宅復帰を通じて切れ目ないサー

ビスを提供するといった継続的に行われることが必要となってまいりま

す。 

それでは、それぞれの要素における取り組みにつきまして、ご説明を

させていただきます。 

まず１つ目に、医療でございます。これは、地域の実情に応じた在宅

医療提供体制の整備に向けた取り組みを推進することであります。在宅

医療に取り組む病院や診療所、歯科診療所等の拡大を図り、地域におけ

る病診連携・診診連携や、在宅医療を支える多職種の連携強化、情報共

有システムの構築等がその具体的な取り組みとなります。 

２つ目に、介護でございます。これは、各種介護保険のサービス拠点
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の整備による多様な在宅サービスを充実することがあげられます。また、

地域包括支援センターを中心に、多職種が協働しながら、高齢者を支援

していく体制づくりや、利用者に関する相談・指導やケアプラン作成技

術の向上、医療・介護サービスの幅広い知識の習得など、ケアマネジメ

ントの質の向上に向けた取り組みを推進し、その中から地域課題につい

ても抽出、解決していくシステムを構築していくことが、その取り組み

となります。 

３つ目に、予防でございます。これは、介護予防として、保健事業等

とも連携し、できる限り要介護状態とならないための予防事業を推進し

ていく取り組みとなります。 

４つ目の生活支援は、ひとり暮らしや高齢者のみ世帯の増加、認知症

高齢者の増加を踏まえ、見守り、配食などの生活支援、財産管理などの

権利擁護サービスなど様々な生活支援サービスを地域と共に推進してい

く取り組みとなります。 

最後に、住まいでありますが、高齢期になっても住み続けることので

きるバリアフリー化の推進や、サービス付き高齢者向け住宅などの整備

などがあげられるところでございます。 

また、図の左側に地域包括支援センターが位置づけられておりますが、

この地域包括ケアシステムにおいては、医療・介護・福祉分野の連携が

不可欠であり、医療分野から介護・福祉への連携、介護から医療・福祉

へのアプローチなど、多方面からの連携の働きかけが生まれる状況をつ

くっていくことが必要となります。地域包括支援センターは、その連携

のコーディネート役を担うものであり、介護の分野での役割も含め、非

常に重要な位置づけがされているところであります。 

資料２の裏面でございます。こちらのほうは、地域包括ケアシステム

の捉え方として、ただいまの５つの構成要素が互いに連携しながら有機

的な関係を担っていることを図示したものでございます。 

地域における生活の基盤となる住まい、生活支援をそれぞれ、植木鉢、

土と捉え、専門的なサービスである医療、介護、予防を植物と捉え、植

木鉢・土のないところに植物を植えても育たないのと同様に、地域包括
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ケアシステムでは、高齢者のプライバシーと尊厳が十分に守られた住ま

いが提供され、その住まいにおいて安定した日常生活を送るための生活

支援・福祉サービスがあることが基本的な要素となります。また、その

養分を含んだ土があって初めて、専門職による医療・看護、介護・リハ

ビリテーション、保健・予防が効果的な役目を果たすものと考えられて

おります。 

以上が、地域包括ケアシステムの概要の説明でございますが、斑鳩町

におきましても、平成３７年にこのシステムを機能させるため、来年度

から始まります第６期介護保険事業計画期間において、その基盤整備に

努めていくこととなってまいります。 

それでは、具体的な施策について、ご説明をいたします。 

資料の１枚目をごらんいただけますでしょうか。 

資料にお示ししておりますとおり、具体的な施策といたしまして、大

きく３つに分かれております。 

１つ目は、在宅医療・介護連携の推進でございます。 

この事業は、さらに、（ア）の地域の医療・介護サービス資源の把握

から、（ク）の二次医療圏域内・関係市町村との連携の８つに分かれて

おります。 

２つ目は、認知症施策の推進でございます。この事業は、現在示され

ている事業といたしまして、認知症初期集中支援推進事業から、（ウ）

の認知症ケア向上推進事業の３つに分かれております。 

３つ目は、生活支援・介護予防サービス（総合事業）の基盤整備等の

推進でございます。 

この事業は、大きく２つに分かれておりまして、①の新しい介護予防・

日常生活支援総合事業は、訪問型サービス、通所介護サービス、介護予

防サービス等に関する事業、②の生活支援体制整備事業は、コーディネ

ーターの配置や協議会の設置により生活支援体制を整備していく事業で

ございます。 

これら全ての事業について、平成３０年４月までに実施する必要がご

ざいまして、来年度から順次実施をしてまいります。ただし、（３）の
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①番でございますが、新しい介護予防・日常生活支援総合事業につきま

しては、その実施に向けた基盤整備等に相当の時間を要すると見込まれ

ますことから、その実施開始時期について２年間猶予する旨を条例で規

定いたしまして、平成２９年度より実施することで進めております。 

こちらにつきましては、１１月２７日に開催いたしました地域包括支

援センター運営協議会の中でご審議をいただき、この方向性についてご

理解もいただいたところでございます。 

最後に、先ほども申しあげましたとおり、今後、地域包括ケアシステ

ムを構築していくに当たりましては、地域包括支援センターは重要な位

置づけをされており、その果たす役割は非常に大きいものと認識をして

おります。このことから、地域包括支援センターの機能強化も含め、地

域包括ケアシステムの構築に向け、取り組んでまいりたいと考えており

ますので、ご理解のほどよろしくお願い申しあげます。 

以上、地域包括ケアシステムに関する報告とさせていただきます。よ

ろしくお願い申しあげます。 

 

ただいま報告が終わりましたので、質疑、ご意見がありましたらお受

けいたします。いかがでしょうか。 宮﨑委員。 

 

ちょっと聞きたいんですけどね、この資料２枚目の２番の包括ケアシ

ステムのこの絵の中でね、ちょっと思ったんですけど、在宅系サービス

とか、施設・居住系サービスっていろいろこれ書いているんですけど、

今、斑鳩には、これ全部そろっているんですかね。そろっていないやん

ね。 

 

事業者の状況ですね。現在、町内の事業者としては現状どうなってい

るのかというお尋ねだと思いますが。 植村住民生活部長。 

 

斑鳩町の域内に全てのサービスがあるかというと、それはございませ

ん。ただ、ここに書かせていただいているサービスは、基本的には介護
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保険を利用して利用するサービスでございますので、例えば近隣の郡山

市、王寺町等々のサービスは、斑鳩町の方が利用することは可能です。

ですので、斑鳩町の中で全てのサービス事業所をそろえるというのでは

なくて、斑鳩町を含むこの圏域、西和圏域や郡山を含めた圏域の中で、

どうサービスの底上げを図っていくかということが重要になるのかとい

うふうに考えております。 

 

よろしいですか。 

今、圏域という言葉が出ましたけれども、部長からも郡山という声が

上がりましたが、この二次医療圏域内、関係市町村との連携ということ

ではね、今、新しい、６次の介護保険の計画の中で、西和７町とのいろ

いろなサービス提供などいろいろ、保険料も含めて、協議をしていただ

いているというふうには聞いているのですが、今、出ましたように、郡

山であったり、ひょっとしたら生駒であったり、ひょっとしたら広陵で

あったりとか、本当にちょっと足を伸ばせばまた使う、斑鳩町でも天理

市内の施設を利用しているケースもございます。こういうことからです

ね、この関係市町村との連携とかいうところについてね、私もちょっと

どうなんやろうなと、斑鳩町の人の利用している地域、結構あちこちに

飛んでいるような気もするので、この辺が十分連携ってとれるのかなっ

ていうのが、ふと心配になったところもございます。 

今の説明の中にも、郡山市も出てきましたけど、今後もそういうこと

も含めまして、利用者さんがどういった市町村のサービス事業者を利用

しているか、そういうところも十分注意していただきましてね、連携の

とれるようにしていっていただきたいというふうに思います。 

ほかに、委員の皆さんのほうで何かお尋ねになりたいことはございま

せんでしょうか。 

 

（ な  し ） 

 

ちょっとじゃあ私、ちょっと尋ねたいのですが、すみません。 
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１つ目、１枚目のね、３番の②ですね、ここに書かれているちょっと

気になるのが、コーディネーターの配置。このコーディネーターってい

うのはどんな人が想定されるのかなっていうのと、それと、協議会の設

置っていうことなのですが、今、介護保険の運営協議会と、地域包括支

援センターの運営協議会は同じメンバーで事務局だけが入れ替わって同

時開催されているような状況にあるのですけれども、その地域包括支援

センターの運協が、この協議会の設置っていうことになるとどうなって

いくのか。この辺がちょっと私は、今、見えてこないので、コーディネ

ーターのことと協議会の設置について、もう尐し考え方をお聞かせいた

だけたらと思うのですが。 本庄福祉課長。 

 

今現在、国のほうから示されております当該コーディネーターあるい

は協議会の関係でございますけれども、国が示しておりますのは、生活

支援コーディネーター、いわゆるこちらの資料に書かせていただいてお

ります地域支え合い推進員、あるいは協議会を設置することによりまし

て、地域、市町村が中心となってサービスが創出されるよう取り組みを

積極的に進めるということとなっております。 

コーディネーターにつきましては、地域で生活支援・介護予防サービ

スの提供体制の構築に向けた協議コーディネート機能、いわゆる担い手

の養成や発掘、あるいはネットワーク構築の機能を果たすものと、この

ようになっております。 

協議会につきましては、各地域におけるコーディネーターと生活支

援・介護予防サービスの提供主体等が参画、いわゆるサービスを提供し

ていただく提供主体、あるいは、今、言われております、例えばＮＰＯ

であったりとか、の方等に参画いただいて、いわゆる情報共有及び連携

強化の場として中心となるネットワーク、いわゆるネットワーク、連携

を構築する目的に設置するのが協議会と、このように国のほうでは、今、

イメージをされておりまして、具体的な指針であったりとかいうものに

ついては、今後恐らく出てくるのかなというところでございます。 
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そうしたらね、協議会はわかったけど、じゃあその協議会と、今、地

域包括支援センターの運協ですよね、地域包括の運協との関連っていう

のは、どんなふうなイメージを持ったらええのかなっていうのと、今の

コーディネーターの話。コーディネーター何人か置くと。このコーディ

ネーターさんっていうのは完全なボランティアなんですか。それとも、

きちっとした、地域包括支援センターで何人かをコーディネーターとし

てしっかり、時間給であったり、その、あれかな、そういう有償で採用

できる立場の人になるのか、その辺のね、ちょっと考え方がどうも見え

てこないので、ちょっともうちょっと、どんななっているか。 

植村住民生活部長。 

 

地域包括ケアシステムにつきましては、ことし法律がいろいろ改正さ

れまして出てきて、こういうイメージとかいうのは出てきているのです

が、具体的な、例えばガイドラインみたいなのは今後出てくるのではな

いかと思っております。要は、あんまりそういう具体的な、はっきりと

したイメージを描くようなことはまだ出てきていないというのが現状で

ございます。 

先ほどありましたように、例えばこの地域支援のコーディネーターと

いうのが、それが例えばボランティアなのか、ＮＰＯなのか、組織を組

むのかどうかというところも、今後、課長言いましたように、方針も出

てくるだろうと。出てこないとなかなか市町村、私たちも動けないとい

うのがございます。 

この協議会というのは、あくまでも関係者、サービスを提供する関係

者による協議会というイメージでありまして、地域包括支援センターの

運営協議会というのは、地域包括支援センターそのものをどのように動

かしていくか、それを発展させて今後の地域包括ケアシステムをどうい

うふうな方向、どういうふうなあり方で持っていくのかというもっと大

きなことを話し合う協議会ですので、そういう大きな方針の協議会と、

ここにある協議会というのは関係者の、何て言うんですか、現場と言い

ますか、第一線での情報交換とか、そういう協議会ということですので、
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おのずとそういう基本的な役割は違うものというふうに、今、イメージ

をしているところでございます。 

 

そういうことで、国のほうではぼやっと、輪郭だけが何か出てきたよ

うな形で、中身についてはまだ細かく担当のほうもわからない状態だと

いうことで、コーディネーターのそういう資格が要るのだろうかという

ようなお声も委員さんからも出ています。 

こういうことについては、もう本当に地域包括支援センターがどうや

っていくのか、本当に介護の中心的な担い手になっていく、もちろん事

業者さんもやっていただかんといけませんが、大もととなる地域包括支

援センター、ここの問題ていうのは、非常に今後も目が離せないという

ふうに思っておりますし、やっぱり担当の常任委員会としては、その動

向っていうのはきちっと見ていかなければならないというふうに考えま

すので、またいろいろな、国からいろいろな問題が示されてきたときに

は、当然地域包括支援センターの運協も介護保険の運協ももちろん通し

ていただきたいですが、当委員会にもきちっとご報告、説明のほうして

いただけますようにお願いしておきたいと思います。 池田副町長。 

 

１点だけあれですけども、地域包括支援センターの、よく、何という

かよく委員長出されておりますけども、この地域包括ケアシステム全体

を動かすのが、今、全体を動かす中で、地域包括支援センターというの

はそのうちの１つ、医療機関もその１つ、介護施設もその１つでありま

すので、地域包括支援センターはその１つ。そうしたら、これ全体を５

つ、６つの、全体を動かす組織が要るわけなんですわ。それが福祉課だ

けでは絶対できないです。かといって、健康対策課だけではできない。

そうしたら、そういう大きな動かす組織が絶対１つ要りますので、来年

度中にはそういう組織、せやから地域包括ケアシステムを全体を動かす

推進協議会というのが必ず必要になってまいりますので、これの体制づ

くりに来年度は取り組んでいきたい、このように考えておりますので。

それで全体を見ていくと。その中で、今、社協にある地域包括支援セン
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ターがどうあるべきかという議論をしていきたいと考えておりますの

で、そういう流れになっておりますので。 

 

よくわかりました。 

委員皆さんのほうでほかに何か、この際ですので尋ねておきたい、ま

た、意見を申しあげておきたいということがございましたら、お聞きい

たしますが、よろしいございますか。 

 

（ な  し ） 

 

それでは、以上で１点目のほうは終わらせていただきたいと思います。 

続きまして、２点目、議案第５０号 平成２６年度斑鳩町一般会計補

正予算（第６号）について、理事者のほうからの報告を求めます。 

本庄福祉課長。 

 

それでは、議案第５０号 平成２６年度斑鳩町一般会計補正予算（第

６号）につきまして、今回の一般会計補正予算のうち、住民生活部の所

管に関するものにつきまして、私のほうよりご説明を申しあげます。 

恐れ入りますが、補正予算書の９ページをごらんいただけますでしょ

うか。 

初めに、歳入の予算補正につきましてご説明をさせていただきます。 

第１４款国庫支出金、第１項国庫負担金では、第１目民生費国庫負担

金の第２節障害福祉費負担金で、障害者介護給付・訓練等給付費及び障

害児福祉サービス給付費が当初見積りを上回りますことから、自立支援

給付費負担金１，３５０万円と、障害児施設措置費（給付費等）負担金

７５０万円の増額補正を、第４節児童手当負担金では、児童手当の支給

対象児童が当初見込みを上回りますことから、児童手当交付金１２１万

２千円の増額補正をお願いするものでございます。 

次に、第１５款県支出金、第１項県負担金では、第２目民生費県負担

金で、民生費国庫負担金と同様の理由により、第３節障害福祉費負担金
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で１，０５０万円、第５節児童手当負担金で３９万４千円の増額補正を

お願いするものでございます。 

その下の、第２項県補助金では、第２目民生費県補助金の第２節児童

福祉費補助金で、旧北庁舎において進めております民間保育所整備の支

援につきまして、国の待機児童解消加速化計画に採択され、補助率が２

分の１から３分の２にかさ上げされましたことから、安心こども基金特

別対策事業費補助金２，７４５万２千円の増額補正をお願いするもので

ございます。 

この補助率のかさ上げによりまして、事業者の負担額については変更

ございませんが、町の一般財源からの持ち出し額につきましては、１２

分の３から１２分の１に減額となるものでございます。 

続いて、１０ページにお移りいただけますでしょうか。 

第１７款寄附金、第１項寄附金でございます。ふるさと納税としてご

寄附をいただきましたことから、第１目寄附金、第２節福祉費寄附金で

９万５千円の増額補正をお願いするものでございます。 

第２０款諸収入、第５項雑入では、第５目雑入で、平成２５年度の後

期高齢者医療療養給付費負担金の精算交付を受けることから１４８万１

千円の増額補正をお願いするものでございます。 

以上が、歳入予算に関する予算補正の内容でございます。 

続きまして、歳出の予算補正についてでございます。 

本補正予算では、本年の人事院勧告及び人事異動等に伴う人件費所要

額の補正につきまして、それぞれの費目において計上させていただいて

おりますので、よろしくお願いいたします。 

それでは、１４ページをお開きいただけますでしょうか。 

初めに、第２款総務費、第３項戸籍住民基本台帳費でございます。第

１目戸籍住民基本台帳費で、住民課職員の人件費所要額として、それぞ

れの費目において、合わせて３５４万円の増額補正をお願いしておりま

す。 

続いて、１６ページでございます。 

第３款民生費、第１項社会福祉費でございます。 
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初めに、第１目社会福祉総務費では、福祉課及び国保医療課の職員に

係る人件費所要額として、第２節給料、第３節職員手当等、第４節共済

費において、合わせて３５３万７千円の増額補正をお願いしております。 

また、第２５節積立金で、歳入で申しあげました福祉費寄附金９万５

千円のうち、福祉基金への積み立てを希望された６万円の増額補正、第

２８節繰出金では、国民健康保険事業特別会計における人件費所要額の

予算補正により２７４万円の減額補正をお願いしております。 

第２目国民年金事務取扱費では、国保医療課職員の人件費所要額の補

正として７万９千円の増額補正をお願いしております。 

第５目医療対策費では、各事業の助成金が当初見積りを上回りますこ

とから、第２０節扶助費で、心身障害者医療費助成金３１０万円、重度

心身障害老人等医療費助成金２６０万円の増額補正をそれぞれお願いす

るものでございます。 

第８目障害福祉費では、各事業の給付費が当初見積りを上回りますこ

とから、第２０節扶助費で、障害者介護給付・訓練等給付費２，７００

万円と、障害児福祉サービス給付費１，５００万円の増額補正をお願い

するものでございます。 

１７ページにお移りいただきまして、第９目ふれあい交流センターい

きいきの里管理運営費でございます。第１１節需用費で、液化天然ガス

の輸入単価の上昇に伴うガス料金の値上げ等によりまして、光熱水費１

０５万円の増額補正をお願いするものでございます。 

第１０目介護保険事業繰出費では、第２８節繰出金で、介護保険事業

特別会計における人件費所要額の予算補正により９０万３千円の減額補

正をお願いするものでございます。 

続いて、第２項児童福祉費でございます。 

初めに、第１目児童福祉総務費で、福祉課職員の人件費所要額の補正

として６９０万８千円の増額補正と、次世代育成の充実にいただいた寄

附３万５千円の財源振替をお願いしております。 

１７ページから１８ページにかけましての第２目保育園費では、町立

保育所の職員に係る人件費所要額２５７万３千円の増額補正をお願いし
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ております。 

また、北庁舎での民間保育所整備に係る補助金の増額により、財源振

替についても合わせてお願いをしているところでございます。 

１８ページにお移りいただきまして、第４目児童手当支給事業費では、

第２０節扶助費で、児童手当の支給対象児童が当初見込みを上回ります

ことから２００万円の増額補正をお願いするものでございます。 

続いて、第４款衛生費、第１項保健衛生費でございます。第１目保健

衛生総務費で、健康対策課及び環境対策課の職員に係る人件費所要額と

して７７５万４千円の増額補正をお願いしております。 

１９ページにお移りいただきまして、第２項清掃費でございます。環

境対策課の職員に係る人件費所要額として、第１目清掃総務費で１５０

万２千円の減額補正、また、第２目塵芥所理費で６５万９千円、第３目

し尿処理費で１５３万８千円の増額補正をお願いするものでございま

す。 

恐れ入りますが、５ページにお戻りいただけますでしょうか。 

第２表繰越明許費補正でございます。 

今回の繰越明許費では、住民生活部が所管するものといたしまして、

第２款総務費、第３項戸籍住民基本台帳費で、住民基本台帳システム改

修事業として７７７万６千円の予算措置をお願いしております。 

本システム改修につきましては、社会保障・税番号制度のシステム整

備に関するものでございまして、９月議会では、厚生労働省関係の各シ

ステム整備について予算補正をお願いしたところでございます。今般、

総務省から国の仕様等の確定が遅れている状況にあること、また、２か

年事業で対応できるとの見解が示されたところでございます。 

このことから、本年度は本システム改修のうち交付決定を受けた一部

のシステム改修については着手をしておりますが、本年度会計において

事業を完了することが見込めないため、繰越明許費の予算措置をお願い

するものでございます。 

以上が、議案第５０号 平成２６年度斑鳩町一般会計補正予算（第６

号）のうち住民生活部の所管に関する補正予算の内容となっております。
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委員長 

なにとぞよろしくお願い申しあげます。 

 

報告が終わりましたので、質疑、ご意見があればお受けいたします。

何かございますか。特にございませんか。 

 

（ な  し ） 

 

特にないようですので、２番目についても終わらせていただきます。 

そのほかに、理事者のほうから報告しておくことはございますか。 

  

（ な  し ） 

  

ございませんね。 

そうしましたら、以上で各課報告事項については終わらせていただき

ます。 

続きまして、４番目のその他について議題とさせていただきます。 

各委員皆さまのほうから、質疑、ご意見などがございましたらお受け

いたします。いかがでしょうか。その他について、よろしいですか。 

 

（ な  し ） 

  

ないようですので、その他についても終わらせていただきます。 

それでは、継続審査案件について、お諮りいたします。 

お手元に配布しております閉会中の継続審査申出書のとおり、当委員

会として引き続き調査を要するものとして、このように決定することに

ご異議ございませんか。 

 

（ 異議なし ） 

 

異議なしと認めます。 
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議長におかれましては、継続審査の手続きをとっていただきますよう、

よろしくお取り計らいお願いを申しあげます。 

それでは、これをもちまして、本日の案件については全て終了いたし

ました。 

なお、本日の委員会報告のまとめにつきましては、正副委員長にご一

任いただきたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

 

（ 異議なし ） 

 

異議なしと認めます。 

それでは、閉会に当たりまして、町長のご挨拶をお受けいたします。 

 

（ 町長挨拶 ） 

 

ありがとうございます。 

それでは、以上をもちまして厚生常任委員会を閉会とさせていただき

ます。 

皆さま、ご苦労さまでございました。 

 

（ 午前１１時１７分 閉会 ） 

 


